
JP 5818393 B2 2015.11.18

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　蒸発可能成分を含む液体の供給源と、
　搬送ガス入り口および搬送ガス出口と、前記液体の供給源に接続された液体入り口およ
び液体出口と、前記液体入り口から導入された液体が、蒸気相状態の凝縮性流体を含有す
る搬送ガスと接触できるチャンバとを含む加湿装置であって、前記搬送ガスは、対向流構
成で前記搬送ガス入り口から導入され、前記液体の一部が蒸発して前記搬送ガスに入り込
む、加湿装置と、
　少なくとも第１段および第２段を含む気泡塔蒸気混合物凝縮装置であって、当該気泡塔
蒸気混合物凝縮装置の各段が、搬送ガス入り口と、搬送ガス出口と、前記搬送ガス入り口
および前記搬送ガス出口と流体連通し液浴を収容するように構成されたチャンバとを含み
、前記チャンバは、１未満の鉛直対水平寸法のアスペクト比を有し、当該気泡塔蒸気混合
物凝縮装置の各段において、前記搬送ガス入り口は、前記搬送ガスが気泡化されて前記搬
送ガス入り口から前記液浴中を上方に進んで前記液浴の静水頭に打ち勝つように、配置さ
れるとともに、各段において、前記搬送ガス出口は、前記搬送ガスを抜き出すための開口
を有するものとして、前記液浴の上方に配置され、前記第１段の搬送ガス入り口は、前記
加湿装置の前記搬送ガス出口と流体連通し、前記第１段の前記搬送ガス出口は、前記第２
段の前記搬送ガス入り口と流体連通し、前記第２段の前記搬送ガス出口は、前記加湿装置
の前記搬送ガス入り口と流体連通して、前記加湿装置からの前記搬送ガスが、前記加湿装
置に戻る前に、前記第１段の前記チャンバを通り、次いで、前記第２段の前記チャンバを
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通って流れるようにする、気泡塔蒸気混合物凝縮装置と、
　凝縮で発生したエネルギを回収するために、前記液体の供給源から前記気泡塔蒸気混合
物凝縮装置の各段の前記チャンバを通り抜ける導管と、
　中間交換管であって、（ａ）前記気泡塔蒸気混合物凝縮装置の前記第１段と前記第２段
との間で前記導管と接続され、（ｂ）中間段で前記加湿装置のチャンバと接続されて、そ
れらの間で前記液体を移送する中間交換管とを含むことを特徴とする加湿－除湿システム
。
【請求項２】
　請求項１に記載の加湿－除湿システムにおいて、前記気泡塔凝縮装置の前記第１および
第２段の前記チャンバを満たす、液相状態にある前記液体の蒸発可能成分の浴をさらに含
むことを特徴とする加湿－除湿システム。
【請求項３】
　請求項２に記載の加湿－除湿システムにおいて、前記液体内に前記搬送ガスの気泡を発
生させるために、各段の前記入り口と接続された気泡発生器をさらに含むことを特徴とす
る加湿－除湿システム。
【請求項４】
　請求項１に記載の加湿－除湿システムにおいて、前記液体は水を含むことを特徴とする
加湿－除湿システム。
【請求項５】
　請求項１に記載の加湿－除湿システムにおいて、前記液浴を収容するように構成された
前記チャンバは、垂直方向に対して角度をなすことを特徴とする加湿－除湿システム。
【請求項６】
　請求項１に記載の加湿－除湿システムにおいて、前記導管から延びる面をさらに含み、
前記面は、前記導管と前記チャンバ内の液体との間の熱伝達率を高くするように構成され
ていることを特徴とする加湿－除湿システム。
【請求項７】
　請求項３に記載の加湿－除湿システムにおいて、前記気泡発生器は、（ａ）ふるいプレ
ート、ならびに（ｂ）放射状型、リング型、蜘蛛型、およびホイール型スパージャから選
択されることを特徴とする加湿－除湿システム。
【請求項８】
　請求項２に記載の加湿－除湿システムにおいて、前記第１段内の浴は、前記第２段内の
浴よりも少なくとも５℃暖かいことを特徴とする加湿－除湿システム。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　今世紀において、人類にとっての世界的な関心事として、真水不足がエネルギ不足を上
回り、これら２つの難題は、Ｔｈｅ　Ｅｃｏｎｏｍｉｓｔから２０１０年５月２０日に発
行された「Ｓｐｅｃｉａｌ　Ｒｅｐｏｒｔ　ｏｎ　Ｗａｔｅｒ」に説明されているように
否応なくつながっている。真水は、人間および他の有機体の最も基本的な必需品の１つで
あり、各人は、１日当たり最低限約２リットルを消費しなければならない。世界はまた、
農業および工業プロセスからの大きな真水需要に直面している。
【０００２】
　不十分な水供給がもたらす被害は特に深刻である。真水の不足は、飢饉、病気、死、強
制集団移動、中間領域紛争／戦争、および生態系の破壊を含む様々な危機をもたらすこと
がある。真水に対する需要の緊急性、および不足から生じる深刻な結果にもかかわらず、
真水の供給には特に制約がある。地球上の水の９７．５％は塩を含み、地球上のすべての
水のうちのごくわずかを利用可能な（塩分のない）真水として残して、残りの約７０％は
氷（主に氷冠および氷河）として閉じ込められている。
【０００３】
　さらに、塩分を含まない利用可能な地球の水は均等に分布していない。例えば、インド
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および中国などの大人口の国では、供給が不足がちな多くの地域がある。さらに、真水の
供給は、多くの場合季節によって異なる。一方、真水に対する需要に対しては世界全体で
制限が厳しくなっている。貯水池は干上がり、帯水層は下がり、川は枯渇し、氷河および
氷冠は縮小している。農業の変化および工業化の高まりと同様に、人口の増加によっても
需要が増えている。気候の変化は、多くの地域にさらに大きな脅威をもたらしている。そ
の結果、水不足に直面する人々の数は増加しつつある。しかし、自然に存在する真水は、
通常、地方の河川流域に限定され、水の輸送は費用がかかり、エネルギ集約的である。
【０００４】
　他方で、海水から（または、わずかではあるが汽水から）真水を生成する既存のプロセ
スの多くでは、多量のエネルギが必要である。逆浸透（ＲＯ）は、現在のところ先端の脱
塩技術である。大規模プラントでは、必要とされる具体的な電力は、理論的最小値約１ｋ
Ｗｈ／ｍ３と比較して、３０％の回収率で４ｋＷｈ／ｍ３程度に低くすることができ、（
例えば、船上の）より小規模なＲＯシステムでは効率がより低い。
【０００５】
　他の既存の海水脱塩システムには、熱エネルギベースの多段フラッシュ（ＭＳＦ）蒸留
、および多重効用蒸留（ＭＥＤ）があり、これらは共に、エネルギ集約型および資本集約
型のプロセスである。しかし、ＭＳＦおよびＭＥＤシステムでは、最大塩水温度および熱
入力の最大温度が、熱伝達装置上での硬質スケールの形成につながる硫酸カルシウムの析
出を回避するために限定される。
【０００６】
　加湿－除湿（ＨＤＨ）脱塩システムは、それらの主要構成要素として加湿装置および除
湿装置を含み、熱源と塩水との間でエネルギを伝達するために搬送ガス（例えば、空気）
を使用する。加湿装置において、高温の海水が乾燥空気と直接接触し、この空気は、加熱
および加湿される。加熱および加湿された空気は、除湿装置において、低温の海水と（間
接的に）接触して除湿され、純水および除湿された空気が生成される。本発明者の一部は
、水を浄化するためのＨＤＨプロセスに関する補足説明を含む次の特許出願、すなわち、
２００９年９月４日に出願された米国特許出願第１２／５５４，７２６号明細書（代理人
整理番号ｍｉｔ－１３６０７）、２００９年１０月５日に出願された米国特許出願第１２
／５７３，２２１号明細書（代理人整理番号ｍｉｔ－１３６２２）、および２０１１年２
月１５日に出願された米国特許出願第１３／０２８，１７０号明細書（代理人整理番号ｍ
ｉｔ－１４２９５）の発明者でもあった。
【０００７】
　米国特許第６，９１９，０００Ｂ２号明細書に記載されているフロリダ大学による手法
は、標準の間接接触式除湿装置の代わりに直接接触式凝縮装置を使用することで、非凝縮
性のガスに関する熱抵抗を低くした。この方法は、除湿装置に流入した高湿度空気からの
エネルギが、海水を予熱するために直接回収されることがないので、エネルギ効率を犠牲
にして凝縮装置内の熱伝達率を上げている。したがって、除湿装置のコストは下がるが、
エネルギコストが上がる。
【発明の概要】
【０００８】
　単一段および多段気泡塔蒸気混合物凝縮装置（本明細書の他の部分では単に凝縮装置と
称する）およびその動作が本明細書で説明される。装置および方法の様々な実施形態は、
下記に説明する要素、特徴、およびステップの一部またはすべてを含むことができる。
【０００９】
　多段気泡塔凝縮装置では、流体源は、凝縮性流体を含む搬送ガス流を供給する。多段凝
縮装置は、少なくとも、第１段および第２段を含み、各段は、入り口、出口、ならびに入
り口および出口と流体連通するチャンバを含む。気泡塔凝縮装置の第１段の入り口は流体
源に接続され、第１段の出口は、第２段の入り口と流体連通して、流体源からの搬送ガス
流の流れが第１段のチャンバを通り、次いで第２段のチャンバを通るのを容易にする。液
相状態の凝縮性流体は、搬送ガス流が各段の入り口から出口まで進むときに、搬送ガス流
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に対して静止しているか、また逆流している液体と直接接触して通過するように第１段お
よび第２段のチャンバを満たす。
【００１０】
　装置および方法を使用して、以前の手法と比較して大幅にコストを削減できるコスト効
率の高い態様で、液体混合物（海水、汽水、および廃水を含むがそれらに限定されない）
から純水を分離することができる。装置および方法の実施形態は、多数の利点をもたらす
ことができる。第１に、公開文献に記載された気泡塔に関するデータに基づくと、多段気
泡塔凝縮装置の熱伝達係数は、７ｋＷ／ｍ２・Ｋであると推定される（すなわち、現在の
最高水準よりも少なくとも１桁大きい）。この熱伝達係数は、水蒸気の膜状凝縮よりも大
きくないとしてもそれに匹敵する。第２に、新規の多段化技術を使用して、高いエネルギ
回収率を維持することができる。第３に、熱回収率をさらに上げるために、装置および方
法に多重抽出を採用することができる。第４に、エネルギコストおよび装置コストが共に
下がるので、システムの全体コストが下がる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、単一段気泡塔凝縮装置の断面図である。
【図２】図２は、多段気泡塔凝縮装置を含む加湿－除湿式水浄化システムの実施形態の概
略図である。
【図３】図３は、多段気泡塔凝縮装置の塔全体にわたる温度分布を気泡塔の上部からプロ
ットしている。
【図４】図４は、単一段気泡塔凝縮装置の温度分布を気泡塔の上部からプロットしている
。
【図５】図５は、多段気泡塔凝縮装置を含む多重抽出加湿－除湿式水浄化システムの実施
形態の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　添付図面において、同じ参照記号は様々な図を通じて同じか、または同様な部品を指し
、アポストロフィは、同じ参照数字を共用する同じ、または同様な物品の複数の例を区別
するために使用されている。図面は必ずしも一定の縮尺ではなく、代わりに、下記に説明
する特定の原理を示すことに重点を置かれている。
【００１３】
　本発明（１つまたは複数）の様々な態様の前述および他の特徴ならびに利点が、以下の
、様々な概念のより詳細な説明と、本発明（１つまたは複数）のより広い範囲内の特定の
実施形態とから明らかになるであろう。上記に提示し、下記にさらに詳細に説明する主題
の様々な態様は、その主題が任意で特定の実施の態様に限定されないのと同様に、任意の
様々な方法で実施することができる。特定の実施例および応用例が主に説明目的で提示さ
れる。
【００１４】
　本明細書において、別途定義されるか、使用されるか、または特徴付けされない限り、
本明細書で使用される用語（技術および科学用語を含む）は、関連技術に照らしてそれら
の許容される意味と一貫性のある意味を持つと解釈すべきであり、本明細書で明示的に定
義されない限り、理想化した、または過度に画一的な意味に解釈すべきでない。例えば、
特定の組成について言及する場合、その組成は、実際上、完全ではないが実質的に純粋な
ものとすることができ、現実に不完全なものが適用されてよく、例えば、少なくとも微量
不純物（例えば、重量％または体積％で１％または２％未満）が存在し得ることは、本明
細書の適用範囲内であると考えることができ、同様に、特定の形状について言及する場合
、その形状は、例えば、機械加工公差により、理想的な形状から外れたばらつきがあるこ
とを意図される。
【００１５】
　第１、第２、第３などの用語は、本明細書において様々な要素を説明するために使用す
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ることができるが、これらの要素は、これらの用語によって限定されるものではない。こ
れらの用語は、単に、１つの要素を他から区別するために使用される。したがって、下記
に説明する第１の要素は、例示的な実施形態の教示から逸脱することなく、第２の要素と
名付けることができる。
【００１６】
　「上に」「下に」「左に」「右に」「前に」「後ろに」などの空間的な相対用語は、図
に示す１つの要素と他の要素との関係を説明する記述を容易にするために本明細書で使用
することができる。当然のことながら、空間的な相対用語および図示した構成は、本明細
書で説明する、および図に示す向きに加えて、使用時または運転時の装置の様々な向きを
包含することを意図されている。例えば、図の装置が反転された場合、他の要素または部
分の「下に」または「真下に」と説明された要素は、他の要素または部分の「上に」配置
される。したがって、例示的な用語「上に」は、上および下の向きを両方包含することが
できる。装置は、それ以外に向きを合わせることができ（例えば、９０°または他の向き
に回転される）、本明細書で使用される空間的相対記述子は適宜解釈される。
【００１７】
　さらに、本開示において、要素が他の要素に「接する」、「接続される」、または「つ
なげられる」と称される場合、別途指定されない限り、要素は、他の要素に直接的に接す
るか、接続されるか、またはつなげられてよいし、あるいは介在要素が存在してもよい。
【００１８】
　本明細書で使用される用語は、特定の実施形態を説明するためのものであり、例示的な
実施形態を限定することを意図されるものではない。本明細書において、「１つの」など
の単数形は、文脈により別途示されない限り、複数形も含むことを意図されている。さら
に、「含む」、および「含むこと」という用語は、決まった要素またはステップの存在を
示すが、１つまたは複数の他の要素またはステップの存在または追加を排除するものでは
ない。
【００１９】
　非凝縮性ガスが存在することで、低温表面上の水蒸気の膜状凝縮に係わる熱抵抗が劇的
に増大することがある。典型的なモル分率（約７０％）の空気（非凝縮性ガス）が加湿－
除湿システムの除湿装置（凝縮装置）に存在する場合、熱伝達係数が、（多重効果蒸留お
よび多段フラッシュシステムにおける）純粋な水蒸気凝縮の場合の熱伝達係数の１／１０
０程度に小さくなることがある。絶対値では、熱伝達係数は、１０Ｗ／ｍ２・Ｋ程度に小
さくなることがある。したがって、非凝縮性ガスに関する熱抵抗を小さくし、それと同時
に、背景技術に記した、本発明者の以前の特許出願に記載した方法がもたらすエネルギ効
率の有益な向上を維持することは有益である。
【００２０】
　単一段気泡塔凝縮装置１２の実施形態の断面図が図１に提示されている。気泡塔１４は
、液体１５（例えば、この実施形態では蒸留水）の浴を内包する。液体１５は、気泡塔チ
ャンバ内の気泡発生器４４に支持されている。ガスチャンバ１７、１９は、それぞれ液体
の下と上とに配置されている。液体の下のチャンバ１７は、湿り搬送ガスが、コンプレッ
サ／送風機３４によって導管３２’から圧送されて、気泡発生器４４のオリフィスを通り
、液体１５中に気泡２１の形態で入るのを可能にするが、下側チャンバ１７は、気泡発生
器４４が、搬送ガスを圧送するための有孔パイプ網を含む場合に削除することができる。
流体源（例えば、海水）と接続されたチューブコイル２０は、凝縮装置１２内の水１５中
を蛇行して、チャンバ内の水１５から、チューブコイル２０を通って送られる海水への熱
伝達を可能にする。したがって、冷たい流体が左下からチューブコイル２０に流入し、加
熱された流体として右上から出ていく。液体１５中を通った後、乾燥した搬送ガスは、チ
ャンバの上部のガスチャンバ１９に集まり、ガス管３２’’を通って排出される。
【００２１】
　気泡発生器４４は、例えば、１．２５ｍの直径を有することができ、ほぼ同じ直径の気
泡を発生させるために、例えば、１ｍｍの直径をそれぞれが有する複数のオリフィスを有
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することができる。気泡発生器４４は、例えば、ふるいプレートの形態をとることができ
、搬送ガスは、ふるいプレートのオリフィスを通って圧送される。あるいは、気泡発生器
４４は、搬送ガスを分散させるための有孔パイプを有するスパージャの形態をとることが
でき、スパージャは、中央管から延びることができる有孔パイプから気泡を分散させる。
スパージャの有孔パイプは、例えば、放射状型、多重同心リング型、蜘蛛の巣状型、また
はハブおよびスポークホイール型構成の有孔パイプであることを特徴とすることができ、
搬送ガスは、外部供給源から有孔パイプを通って圧送される。
【００２２】
　気泡塔のすべての構成要素（例えば、すべての壁および気泡発生器は、垂直方向に対し
て（例えば、地球の中心を通る半径に沿った軸に対して）０°～６０°の、垂直方向に対
する角度αをなすように向けることができる。気泡塔１４は斜めに向けられるので、静水
頭がρｇＨからρｇＨ・（ｃｏｓα）に低下し、ここで、ρは密度（ｋｇ／ｍ３）、ｇは
重力加速度（９．８１ｍ／ｓ２）、ｈは塔内の液体の高さである。静水頭のこの低下は、
流体圧力が最大で５０％降下する低下となる。一方、この圧力降下は、より大きい角度（
α＞４５°）において、流体側の熱伝達係数の低下を伴う。これは、より大きい角度にお
いて、液体の循環が正規の態様に設定されないためである。ただし、設計を最適化した場
合、圧力降下がより小さい、傾斜した構成により、エネルギコストを大幅に節減すること
ができる。
【００２３】
　加湿－除湿（ＨＤＨ）水浄化器システム１０の多段気泡塔凝縮装置の実施形態が図２に
示されており、除湿装置は、湿り搬送ガス（例えば、湿り空気）を除湿し、液体真水を効
率的に生成するのに、（従来のＨＤＨシステムで一般的な）間接接触熱交換器を使用しな
い多段気泡塔蒸気混合物凝縮装置（「バブラ」とも呼ばれる）１２とされる。搬送ガスは
、加湿装置２４において液体組成物（例えば、海水または廃水）の蒸発水で加湿され、次
いで、搬送ガスに混入した水蒸気は、導管３２’を介して気泡塔凝縮装置１２に移送され
、湿り空気内の水は、気泡塔凝縮装置において凝縮されて、塩分を含まない（すなわち、
実質的に純粋な）水が生成される。
【００２４】
　液体組成物（例えば、海水）は、供給源１６（例えば、タンク）から供給され、供給源
１６と気泡塔凝縮装置１２との間で導管１８に取り付けることができるポンプ３６によっ
てシステムを循環する。液体組成物は、各段１４に取り付けられた内部管２０を通って凝
縮装置１２の各段１４を通過し、各段１４の構造は、図１の単一段気泡塔の構造と実質的
に同じにすることができる。この実施形態では、液体組成物を予熱するために、液体組成
物を隣接する外部管１８に通して段１４間を通過させている。内部管２０は、段１４内の
液体から、チューブコイル２０を通る液体組成物への熱伝達を増大させるために、（図２
に示すように）導管２０から延びる熱伝導性の面（例えば、フィン）２３を有することが
できる。気泡塔凝縮装置１２の底部（第１）段１４’の内部チューブコイル２０を出た後
、液体組成物は、さらなる導管１８を通ってヒータ２２（例えば、太陽水ヒータ、または
廃熱源）に進み、ヒータ２２は、液体組成物が加湿装置２４に通され、ノズル２６から霧
化および散布される前に、液体組成物を（例えば、８０℃まで）さらに加熱する。
【００２５】
　加湿装置の内部には、ガス流れを容易にし、搬送ガスと接触する液体表面積を拡大して
、蒸発可能な液体のうちの、蒸発して搬送ガスに進入する部分を増やすために、例えば、
ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）充填材の形態の充填材料２８が設けられている。加湿装置２４
（および除湿装置１２、さらには導管１８，３２）の本体は、例えば、ステンレス鋼で形
成することができ、実質的に蒸気不透過性である。一実施形態において、加湿装置２４は
、高さ約２．５ｍ、半径約０．５ｍの略円筒形である。
【００２６】
　加湿装置２４および除湿装置１２は、共にモジュール構造であり（すなわち、それぞれ
独立および分離した装置の形態をとる）、実質的に互いから断熱されている。加湿装置２
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４および除湿装置１２の「実質的に断熱された」とした特性化とは、質量流量がチャンバ
間で（ガスおよび／または液体流れを通じて）熱エネルギを伝達するのを排除しないが、
加湿装置２４と除湿装置１２との間で装置を通じて直接伝導する熱エネルギ伝達がほとん
どないか、または全くないように構造化されることと解釈すべきである。この「実質的な
断熱」とした特性化により、本装置は、例えば、加湿装置と除湿装置との間に共有熱伝達
壁を含む結露蒸発（ｄｅｗｖａｐｏｒａｔｉｏｎ）装置と区別される。本開示の装置では
、加圧装置２４および除湿装置１２は、それらの間の伝導性熱伝達を容易にする任意の共
通壁を共有する必要がない。
【００２７】
　搬送ガスは、導管３２’’’’のポートから導管３２’のポートに向かって、加湿器２
４によって画定されるチャンバを上方に流れ、蒸発液体の含有量がより多くなった状態で
加湿装置を出る。搬送ガスの加湿は、加湿器２４の上部にある１つまたは複数のノズル２
６から液体組成物を下方に噴霧して、充填材料２８を含む領域に通すことで行われ、液体
組成物内の水の一部は蒸発し、一方、液体組成物の未蒸発残留物（例えば、塩水）は、加
湿装置２４によって画定されるチャンバのベース部に向かって降水領域を下方に流れ、こ
の塩水は、導管１８を通って塩水収集タンク３０に排出される。それと同時に、搬送ガス
は、加湿装置２４を通って上方に移動し、液体組成物から蒸発した水蒸気で搬送ガスを加
湿するために、特に、充填材料２８の層内で液体組成物と接触する。その結果、搬送ガス
は、導管３２’を介して加湿装置２４から回収される前に水蒸気で飽和し、コンプレッサ
／送風機３４によって圧送されて、多段気泡塔凝縮装置１２の第１段１４’の入り口を通
り抜けることができる。特定の実施形態では、搬送ガスが除湿装置１２に圧送される前に
、搬送ガスを加熱および／または圧縮するために、空気ヒータおよび／または空気コンプ
レッサもしくは熱蒸気コンプレッサを導管３２’に取り付けることができる。空気コンプ
レッサまたは熱蒸気コンプレッサが導管３２’に取り付けられる場合、称賛空気膨張装置
を導管３２’’’’に取り付けて、搬送ガスが循環して加湿装置２４に戻るときに搬送ガ
スを膨張させることができる。他の実施形態では、操作性を考慮して、コンプレッサ／送
風機３４を加湿装置２４につながった導管３２’’’’に配置することができる。
【００２８】
　除湿装置１２内のチューブコイル２０を海水が流れることにより、凝縮プロセス中に熱
を直接回収して、液体組成物（例えば、この実施形態では海水）を予熱することが確実に
可能になる。気泡塔凝縮装置１２は、液体（例えば、蒸留水）浴でそれぞれが満たされた
複数の段１４を含み、湿った高温搬送ガスは、コンプレッサ／送風機３４と、気泡を浴に
注入する（または気泡が浴に注入されるための）気泡発生器４４とを使用して液体浴に通
される。
【００２９】
　加湿装置（蒸発装置）２４から送出された、高温水蒸気を含む搬送ガスは、加湿装置２
４の上部から延びる導管３２’を（例えば、温度７０℃で）通り、気泡化されて除湿装置
１２の各段１４を通り、除湿装置１２において冷却および除湿される。搬送ガスは、各段
１４の上部に集まり、各段１４の上の出口から導管３２を介して次の段１４の入り口に入
ってこれを通り抜け、搬送ガスの気泡を発生させる気泡発生器４４を通り、次いで、搬送
ガスの気泡が段１４内の蒸留水を通り抜け、次いで、搬送ガスが塔の上部で再度収集され
る。このプロセスは、各次の塔で順次繰り返される。
【００３０】
　この除湿装置１２の圧力降下が小さいことで、圧送力を小さく維持することができ、そ
れにより、経済的に実現可能なシステムが可能になる。低い圧送力を維持することにこの
ように焦点を当てることは、主な関心が熱および質量の伝達であり、圧力降下が大きな設
計上の制約であり得ない化学業界の多くの気泡塔と対照的である。各段１４の気泡チャン
バの圧力降下は、主に次の３つの要因、すなわち、（１）気泡が生成される気泡発生器４
４での水頭損失と、（２）気泡が液体中を上昇するときの搬送ガスと蒸留水との間の摩擦
と、（３）静水頭と、により発生する。静水頭は、所与の段１４全体にわたる全圧力降下
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に対する最大の関与要因であるので、（各図に示す向きで垂直方向に測定した）各段１４
の高さを低く保つのが有利である。１ｋＰａ未満の圧力降下を達成するには、例えば、す
べての段１４の全高は総計して約１ｍ未満である。通常、この高さの制約が、低いアスペ
クト比の気泡塔の形態となって表れ、（図示した向きにおいて水平方向に測定した）直径
に対する塔高さの比率は１未満である。特定の実施形態では、塔の直径は０．５～１ｍで
あり、一方、塔の高さは０．０．５～０．１ｍである（塔のアスペクト比は約０．１）。
【００３１】
　搬送ガスの温度は、搬送ガスが各段１４の液浴によって冷却されるために、加湿装置１
２内の各段から１４次の段までに少なくとも５℃降下し得る。例えば、第１段１４’の出
口から入り口第２段１４’’までの導管３２’’内において、搬送ガスは、温度が，例え
ば、約６０℃であり得るが、第２段１４’’の出口から第３段１４’’’の入り口までの
導管３２’’’内の搬送ガスは、温度が、例えば、約５０℃に低下し得る。搬送ガスが、
上部管３２’’’’を通って気泡塔凝縮装置１２から出ると、搬送ガスは循環して（蒸発
可能な液体の含有量が減った状態で）加湿装置２４の底部に戻り、その温度は、例えば、
約３０℃までさらに低下し得る。プロセス開始時の最初の過渡期に、高温高湿の搬送ガス
内の水蒸気は、潜熱を（自然循環ループが確立された）各段１４内の水に伝達し、最終的
には、定常状態で水段１４の混合平均温度になる。定常状態になると、凝縮熱は、巻きチ
ューブ２０を通って送られた海水によって直接抽出される。こうして、直接的な熱回収が
達成される。
【００３２】
　凝縮される蒸気が水である場合に、各段１４の搬送ガスを除湿することで、搬送ガスか
ら、搬送ガスが気泡化されて通り抜ける蒸留水に水が放出される。（搬送ガスの除湿によ
って得られた水の増加分に等しい）水が、各段１４から導管３８を通って純水収集タンク
４０に排出される。あるいは、液体（例えば、水）は、第３段１４’’’の浴から導管を
介して抽出されて、温度が低い方の第２段１４’’を通過し、第２段１４’’から別の導
管を介して抽出されて、温度がさらに低い第１段１４’を通過することができ、第１段１
４’からの液体は、最終的に生成物として多段気泡塔凝縮装置１２から抽出される。
【００３３】
　単一段／塔１４を使用することができるが、気泡塔凝縮装置１２で複数の段を使用する
ことで、（搬送ガス入り口の温度である）可能な限りの最大値に向かって海水が予熱され
る温度が押し上げられる。この多段化の効果は、（図３に示す）多段気泡塔凝縮装置およ
び（図４に示す）単一段気泡塔凝縮装置の温度分布から明瞭に理解でき、海水出口温度は
、図３に示す多段気泡塔凝縮装置のプロットの方が遙かに高いのが分かる。図３のプロッ
トした各水平部分４６（約３０８Ｋ）、４８（約３１８Ｋ）、５０（約３２７Ｋ）、５２
（約３３５Ｋ）、５４（約３４２Ｋ）、５６（約３４８Ｋ）は、６段気泡塔凝縮装置のそ
れぞれの塔／段１４内の温度を示し、グラフの水平軸は、気泡塔凝縮装置１２の上部から
底部までの無次元距離を示す（すなわち、参照線４６は、最上段１４の温度を示す）。斜
め線５８は、海水が気泡塔凝縮装置１２を流れるときの海水の温度を気泡塔凝縮装置１２
の上部からの距離の関数として示している。その一方で、（図４に示す）単一段気泡塔凝
縮装置の温度６０は、気泡塔凝縮装置全体にわたってほぼ一定（３２３Ｋ）であり、入り
口および出口の搬送ガス温度の平均とほぼ等しいことが分かる。
【００３４】
　さらに、多段気泡塔凝縮装置１２は、図５に示すように、中間交換管４２を介した気泡
塔段の中間部からの海水の抽出／注入を可能にするという直接的な利益をもたらし、中間
交換管４２は、３段気泡塔凝縮装置システムの第１段１４’と第２段１４’’との間、お
よび第２段１４’’と第３段１４’’’との間で気泡塔凝縮装置１２に接続される。塩水
は、加湿装置２４のチャンバの中間段でそれぞれの中間トレイ４３’、４３’’内に収集
されて、外部管１８に注入され、海水は、外部管１８を通って、それぞれ段１４’と段１
４’’との間、および段１４’’と段１４’’’との間を流れる。他の実施形態では、注
入／抽出の方向は、運転の状態に応じて逆転することができる（例えば、塩水を凝縮装置



(9) JP 5818393 B2 2015.11.18

10

20

30

１２から抽出し、加湿装置２４に注入することができる）。そのような抽出により、熱力
学的にバランスのとれたシステムの構築が可能になる。さらなる実施形態では、塩水を抽
出／注入する代わりに、湿り搬送ガスを抽出／注入することができる。（図５に示すもの
などの）本明細書で説明した装置は、気泡塔凝縮装置のより高い熱伝達係数とより低い端
末温度差とにより、除湿および除湿の効率に関して優れた性能を示すことができる。
【００３５】
　本発明の実施形態を説明する上で、明瞭にするために特定の用語を使用した。説明にお
いて、特定の用語は、同様の結果を達成するために同様の態様で動作する技術的および機
能上の等価物を少なくとも含むことを意図されている。さらに、一部の例において、本発
明の特定の実施形態が複数のシステム要素または方法ステップを含む場合に、これらの要
素およびステップは、単一の要素またはステップで置き換えることができ、同様に、単一
の要素またはステップは、同じ目的を果たす複数の要素またはステップで置き換えること
ができる。さらに、様々な特性のパラメータが、本発明の実施形態に対して本明細書で指
定される場合に、これらのパラメータは、別途指定されない限り、１／１００、１／５０
倍、１／２０、１／１０、１／５、１／３、１／２、２／３、３／４、４／５、９／１０
、１９／２０、４９／５０、９９／１００などだけ（または１倍、２倍、３倍、４倍、５
倍、６倍、８倍、１０倍、２０倍、５０倍、１００倍だけ大きく）、または丸めたそれら
の近似値で上下に調整することができる。さらに、本発明が本発明の特定の実施形態に関
連して図示および説明されたが、本発明の範囲から逸脱することなく、基本形態および細
部にわたって様々な代用および変更を行うことができると当業者には分かるであろう（例
えば、凝縮液は、水以外の組成物とすることができ、より多い、またはより少ない段を気
泡塔凝縮装置で使用することができ、これらの段の構成は容易に変更することができる）
。さらに、他の態様、機能、および利点も本発明の範囲内であり、本発明のすべての実施
形態は、必ずしもすべての利点を達成する必要はないし、または上記の特徴のすべてをも
つ必要もない。加えて、一実施形態に関連して本明細書で説明したステップ、要素、およ
び特徴は、他の実施形態において同様に使用することができる。引用テキスト、雑誌論文
、特許、特許出願などを含む、本文全体にわたって引用した参考文献の内容は、参照によ
りその全体を本明細書に援用するものとし、これらの参考文献からの適切な構成要素、ス
テップ、および特性化は、任意選択で本発明の実施形態に含まれることがあるし、または
含まれないこともある。さらに、背景技術の項で特定した構成要素およびステップは本開
示に不可欠であり、本開示の他の部分で説明した構成要素およびステップと共に、または
その構成要素およびステップの代わりに、本発明の範囲内で使用することができる。方法
の請求項では、段階は、参照を容易にするために順次付加された前置き文字と共に、また
は前置き文字なしに、特定の順番で列挙され、段階は、別途指定されない限り、または用
語および言い回しによって示唆されない限り、段階が列挙された順番に時間的に限定され
ると解釈すべきでない。
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